






地域によって人口や規模、自治会の成り立ちや各種団体同士の関係性など、事情が大きくことなること

から、画一的な手法で全市的な展開を行うことなく、地域の伝統や歴史、個性や特徴を大切にし、丁寧な

話し合いを重ねながら進めます。

地域によって事情が違うのでは？

市はどんなサポートをしてくれるの？

人的な支援を行います
・地域自治組織の設立に向けての話し

合いや設立後の活動の企画立案など

に対し、適切な助言や支援ができる

体制を構築します。

様々な情報や機会を提供します
・先進的な事例や市内各地の地域活動

の事例、地域コミュニティに関連す

る行政施策などの情報を積極的に発

信します。
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人材育成を支援します

・多くの人々が地域で活躍できるよう、

地域自治組織が行う担い手の発掘や

地域活動を通じた人材育成を様々な

形で支援します。

財政的な支援を行います

・地域自治組織の設立準備段階から財政支

援を行います。

・地域の発想で多様な活動に使用すること

ができる財政支援を行います。

・効率的かつ効果的な財政支援策の検討を

行います。

・多様なテーマを持って活動するＮＰ

Оやボランティア団体、市民活動団

体等、あるいは、専門的な知識を持

つ大学等と地域活動が連携すること

ができるように支援を行います。

・市内の地域自治組織で活動する者同

士や様々なテーマを持って活動する

ＮＰО等の市民活動団体が顔を合わ

せ、意見や情報を交換できる場を提

供します。

・講演会やセミナーを開催するなど、

地域づくりに関わる人材に対して、

学習機会の提供を行います。


